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□修学支援制度の現状

□大阪府内の高校入試の状況

○府内公立中学校の卒業者は、平成26年度の77,316人をピークに減少。
○府内公立中学校卒業者の進学率は7年間で1.8ポイント上昇。
○平成22年度の授業料無償化制度の導入（公立・私立）に伴い、進路選択肢が拡大。
公私比率が7年間で大きく変化。
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進学率 92.1％ 93.5％ 93.4％ 93.1％ 92.9% 93.4% 93.6% 93.9% +0.5％ +0.2％ +0.3％

〔大阪府作成〕

速報値 平成29年5月25日作成
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□就学支援金制度の大阪府の状況

○就学支援金の受給率は、私立高校で76％、府立高校で85％。
○一方で、学校間で受給率に大きな差が見られる。

■就学支援金の受給権者の割合 （年収910万円未満世帯）
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私立高校 76.0% 25.6% 96.7% 75.7% 31.5% 99.4% 75.9％ 31.5％ 94.2％ 75.8%

府立高校 84.7% 49.8% 100% 84.1% 49.8% 99.1% 85.3％ 51.4％ 100％ 84.7%

〔大阪府作成〕

■受給権者率の区分別学校数（平成28年度実績）
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〔大阪府作成〕 ※平成28年7月1日現在の就学支援金の受給権者の認定率
※私立高校は、中等教育学校（後期課程）を含む
※府立高校は、工科高校及び園芸高校・農芸高校を除く全日制高校

【参考】（平成28年度実績）
奨学給付金の受給者の割合

（年収250万円未満世帯）

全校平均

私立高校 12.7％

府立高校 17.8％
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□大阪府内高校の中退率の推移（全日制）

○文部科学省データによると、高校中退率は、平成12年度をピークにゆるやかに減少傾向。
○また、平成27年度の中退者のうち、経済的理由を挙げたのは、わずか2.7％であり、
授業料無償化制度の影響は少ないと推察される。
○なお、大阪府の中退率は、全国と比較し、高い傾向にある。

※H22年度：授業料完全無償化、H26年度：就学支援金制度の実施

〔大阪府作成〕
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中退理由（平成27年度）

進路変更 34.5％

不適応 34.1％

学業不振 7.7％

病気・事故等 4.2％

経済的理由 2.7％
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〔文科省調査より〕
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□大阪府内全日制高校の進学の状況（大学等）

○大学等進学率は、公立高校よりも私立高校の方が高い。
○大阪府全体の大学等進学率は、近年、ゆるやかな増加傾向にある。
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〔大阪府作成〕 ４



250年収(万円) 350 910

58万円

キ ャ ッ プ 制

授業料

大阪府の授業料無償化制度（生徒が二人以下の世帯の場合）

(283,000円) (342,400円) (401,800円)

800

(261,200円)

20万円
負担

(118,800円)

2.5倍

2倍

1.5倍
(237,600円)

(297,000円)

国 の 就 学 支 援 金

(178,200円)

590

府 の 授 業 料 支 援 補 助 金38万円

保

護

者

負

担

【経過】
・H22年度 授業料無償化制度の創設（350万円未満世帯まで無償）
・H23年度～ 無償化制度の大幅拡充（610万円未満世帯まで無償 H28～590万円未満に見直し）

※学校負担

参 考
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□就学支援金制度の課題

□制度適用期間（36月）の延長について

※世帯の市町村民税所得割額304,200円未満の生徒

【全日制の例】
就学支援金対象者
（通常ケース）

卒業支援対象者
（新設）
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卒業

卒業

入学

卒業

府費負担

国費負担

（凡例）

+12月

（就
学
支
援
金
対
象
）

修
業
年
限

36月

○適用期間として修業年限である36カ月を条件としているため、在学中に家庭の事情や
病気などにより、原級留置処分となった者は、37月目以降、制度対象から除外。
○このため、大阪府では、今年度から、卒業意欲があり、かつ卒業が見込めると学校長が
判断したものに限り、1年間の救済制度を創設。

卒業をめざし、頑張る生徒を応援！

大阪府29年度当初予算

予算額： ２３，７５０千円

２００人×１１８，８００円
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□多子世帯等への支援について

子どもの数１人
高校生：１人

子どもの数２人
高：１人、中：１人

子どもの数３人
高：１、中１、小：１

子どもの数４人
高：１、中：１、小：２

年収
３５０万円

４０９，９７９円(11.7％）
１１８，８００円( － )
２９１，１７９円( 8.3％)

８９１，８２０円(25.5％)
１１８，８００円( － )
７７３，０２０円(22.1％)

１，２１３，５２８円(34.7％)
１１８，８００円( － )

１，０９４，７２８円(31.3％)

１，５３５，２３６円(43.9％)
１１８，８００円( － )

１，４１６，４３６円(40.5％)

年収
５９０万円

４０９，９７９円( 6.9％）
１１８，８００円( － )
２９１，１７９円( 4.9％)

８９１，８２０円(15.1％)
１１８，８００円( － )
７７３，０２０円(13.1％)

１，２１３，５２８円(20.6％)
１１８，８００円( － )

１，０９４，７２８円(18.6％)

１，５３５，２３６円(26.0％)
１１８，８００円( － )

１，４１６，４３６円(24.0％)

年収
９１０万円

４０９，９７９円( 4.5％）
１１８，８００円( － )
２９１，１７９円( 3.2％)

８９１，８２０円( 9.8％)
１１８，８００円( － )
７７３，０２０円( 8.5％)

１，２１３，５２８円(13.3％)
１１８，８００円( － )

１，０９４，７２８円(12.0％)

１，５３５，２３６円(16.9％)
１１８，８００円( － )

１，４１６，４３６円(15.6％)

○世帯の教育費負担は、授業料の他に学年諸費や通学費、学習塾代などの負担も重く、 世帯所得
や子供の数により教育費負担率に大きな格差。
○子供の大学進学や私立学校への入学により、教育費負担はさらに増大。
○特に多子世帯については、奨学のための給付金とセットでの見直し検討も必要。

世帯状況別教育費負担の状況（すべての子供が公立学校に在学しているケース）

表内の数値 上段：年間学習費（所得に対する割合）、中段：就学支援給付金、下段：就学支援金制度活用後の教育費負担（同上段）
扶養控除等により、修学のための給付金対象となることによる負担軽減の影響は考慮していない。
【Ｈ２６年度文部科学省学習費調査をもとに大阪府作成】

小学校 中学校 高等学校

公立 私立 公立 私立 公立 私立

学習費総額 ３２１，７０８円 １，５３５，７８９円 ４８１，８４１円 １，３３８，６２３円 ４０９，９７９円 ９９５，２９５円

【Ｈ２６年度文部科学省学習調査より】 ７

制度活用後の教育費負担割合が２０％超の区分



□ 給付事業等における所得要件の判定基準の見直しについて

１ 見直しの趣旨

所得要件の判定基準として「個人市町村民税額」を用いている給付事

業等について、近年の税制動向等を踏まえた対応が必要

２ 見直しが求められる背景

状況変化により、判定基準と所得実態の間に“ひずみ”

 所得判定と無関係な税控除の増大

・ 住宅ローン控除や寄附金税額控除など、所得判定の趣旨とは無関係

な税控除の規模が拡大

 市町村による税率差

・ 義務教育県費負担教職員制度見直しに伴う指定都市への税源移譲

（Ｈ30～）

・ 田尻町が独自減税（税率5.4％）を実施（Ｈ29～Ｈ31） など

３ 判定に求められる要件

 判定の公平性

《要件１》 所得水準を的確に反映

《要件２》 居住市町村に関係なく一律に適用可能

給付事業等のより公平な運用のため、判定基準に

「課税所得金額」を用いるよう速やかな見直しが必

要。

■個人市町村民税（所得割）の税額決定の流れ

所得金額

課税所得金額

税額（税額控除前）

所得控除

税額控除

税額（税額控除後）

×標準税率６％（独自税率を実施する市町村あり）

• 基礎控除

• 配偶者控除

• 扶養控除

• 社会保険料控除

• 生命保険料控除 など

• 調整控除

• 外国税額控除

• 配当割額控除

• 住宅ローン控除

• 寄附金税額控除 など

◆税額（税額控除後）を判定基準に用いている事業例

✓ 高校等就学支援金（国制度）

✓ 私立高校等授業料支援補助金（府制度）

✓ 木造住宅耐震改修等補助金（府制度）

✓ 一部の福祉・医療関係事業（国制度・府制度）

➢各納税者の個人的事情等

➢税の二重負担の調整や

政策的な負担軽減等

現行基準

見直し案
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